
 

 

令和８年度  

北区会計年度任用職員（保育課・保育従事者）募集案内  
北区子ども未来部保育課 

   １ 採用予定数および受験資格    

（１）職   名  

   職 務 内 容 

保育従事者  

区立保育園における保育業務  

（２）採 用 予 定 数  若干名  

（３）受 験 資 格  ①または②のいずれかに該当する方  
①  保育士資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方  

（令和８年８月３１日までに資格を取得し、都道府県知事の登録を受ける見込みの方を含む）  

②  幼稚園教諭普通免許状を有し、保育園での勤務経験（アルバイト等を含む）がある方 

※受験日当日に地方公務員法第 16 条各号のいずれかに該当する方は受験できません。 

   ２ 任用期間及び勤務場所    

（１）任 用 期 間 令和８年９月１日～令和９年３月３１日  

 
※公募によらない再度の任用についての上限回数は連続４回までとします。再度の任用の

上限回数に達した場合は、公募による募集に申し込むことができます。  

（２）勤 務 場 所  北区立保育園  

   ３ 勤務条件（予定）    

（１）報酬額 ２７０，２７８円（地域手当相当額を含む） 

   （月額）  ※  採用されるまでに給与改定が行われた場合にはその額によります。  

※  通勤に係る費用は実費を支給します（１か月の上限額：55,000 円）。 

※  この他に期末手当・勤勉手当の支給があります。  

（２）勤務態様   

①  勤務日数  ４週間ごとの期間につき１８日勤務とする。  

②  勤務時間  原則 8 時 30 分～16 時 45 分、当番あり（朝当番、夕当番、延長当番等） 

１日あたり７時間３０分  

③  休憩時間  原則 12 時 00 分～12 時 45 分※保育園の状況により、前後することがあ

ります。  

④  週休日  

 

⑤  休日  

 

⑥  時間外労働 

⑦  加入保険  

⑧  休暇制度  

⑨  退職金  

４週ごとの期間につき１０日（日曜日、土曜日、その他の週休日は、勤

務表によって、４週間ごとに定める。）  

祝日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日、そのほか北区規則で

定める日  

原則なし（特別な場合は支給）  

健康保険・厚生年金保険・雇用保険  

年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇等  

なし  

⑩   就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項  敷地内禁煙  



 

 

 

   ４ 選考方法・日程等    

 

（１）選 考 方 法 第一次選考：書類審査  
第二次選考：個別面接（第一次選考合格者のみ）  

（２）面 接 日 時 令和８年８月７日（金）  

（３）結 果 発 表 第一次選考：令和８年８月上旬（予定）  
第二次選考：令和８年８月中旬（予定）  

※  いずれも合否に関わらず、受験者全員へ通知します。  
※  第二次選考（面接）の実施場所や集合時間等の詳細は、  

第一次選考の結果通知に記載します。  
 

   ５ 申込方法    

 

（１）申込書類  
①「北区会計年度任用職員（保育課・保育従事者）申込書」  
②履歴書（市販のもの）  

   ※保育園又は幼稚園での勤務経験がある方は、履歴欄に施設名及び雇用形態を  
必ず記載してください。  

③保育士証のコピー又は幼稚園教諭普通免許状のコピー  
（２）申込期限  

令和８年７月２４日（金）必着  
（３）申込先・問い合わせ先  
   〒114-8508 東京都北区王子本町１－１５－２２  

東京都北区役所  
子ども未来部保育課保育運営係（第一庁舎２階３番窓口）  
電話 03-3908-9127 

 ※郵送の場合は、封筒の表に赤字で「会計年度任用職員受験申込」と明記してください。 

※窓口提出の受付時間は月～金（平日）の９：００～１７：００です。 

 

   ６ その他    

（１）採用内定者は、採用前に胸部レントゲン検査結果（１年以内）と細菌検

査結果（北区保健所で指定日に受診する場合は無料）を提出していただき

ます。費用は自己負担です。 

（２）任用期間中に勤務する保育園が変更になることもあります。  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

（３）令和８年１２月２５日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育

等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（以

下「こども性暴力防止法」という。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無

を確認するための犯罪事実確認が必要となります。  
   特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども

性暴力防止法に基づき、職種に係る業務に従事させないこと等の措置を講

じる必要があります。これらの制度の施行を踏まえ、採用までの間に、誓

約書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。確認の結果、特定性

犯罪の前科を有することが判明した場合は、採用しないことがあります。  
 

 

 

提出先・問い合わせ先         

〒114-8508 東京都北区王子本町 1-15-22 
東京都北区役所  

子ども未来部保育課保育運営係  
（区役所第一庁舎２階３番窓口） 

      TEL 3908-9127 


